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緊急事態宣言解除に伴う今後の対応について 
 
 

 (株)西宮高原ゴルフ倶楽部 

支配人 亥角 智行 

 

平素より、西宮高原ゴルフ倶楽部をご利用頂き、誠にありがとうござい

ます。 

さて、兵庫県の緊急事態宣言が解除されたことを受けまして、6月1日

(月)～6月30日(火)の間、下記の営業方法になりますのでご案内申し上げ

ます。 

                                記 

 

【レストランのご利用について】 

座席数を減らし、レイアウトを変更するなど、引き続き感染症対策を講

じた上で、全日お昼のみ(30分程度)営業いたします。 

表彰式、ご会食等につきましては予約状況を見てお受けする場合もご

ざいますので予めご相談下さい。 

 

【茶店の営業について】 

レストランと同じく感染症対策を講じた上で再開いたします。 

 

【浴室・ロッカーの利用について】 

浴室は引き続き閉鎖いたします。シャワーのみご利用いただけます。 

ロッカーはご利用いただけますが、密集防止のため、すぐにプレーでき

るスタイルでのご来場を推奨しています。   

 

【その他】 

・受付時、精算時は十分に前後の間隔をあけてお並び下さい。 

・クラブハウス内ではマスクの着用を推奨いたします。 

・1.5ラウンドの受付を再開いたします。（通常時間まで） 

・ご予約等の電話対応は17:00までとなります。 

・閉館時間は17：00とさせていただきます。 

 

引き続き、みなさまに安心してご来場いただけるよう、徹底した感染症対策に 

努めて参ります。みなさまのご来場を心よりお待ちしております。 

 


